
閣 議 及 び 閣 僚 懇 談 会 議 事 録 

開催日時：平成３１年２月１５日（金） ８：３１～８：４０ 

開催場所：総理大臣官邸閣議室 

出 席 者：安 倍 晋 三 内閣総理大臣 

麻 生 太 郎 国務大臣（副総理，財務大臣，内閣府特命担当大臣） 

石 田 真 敏 国務大臣（総務大臣，内閣府特命担当大臣） 

山 下 貴 司 国務大臣（法務大臣） 

柴 山 昌 彦 国務大臣（文部科学大臣） 

根 本 匠 国務大臣（厚生労働大臣） 

𠮷 川 貴 盛 国務大臣（農林水産大臣） 

世 耕 弘 成 国務大臣（経済産業大臣，内閣府特命担当大臣） 

石 井 啓 一 国務大臣（国土交通大臣） 

原 田 義 昭 国務大臣（環境大臣，内閣府特命担当大臣） 

岩 屋 毅 国務大臣（防衛大臣） 

菅 義 偉 国務大臣（内閣官房長官） 

渡 辺 博 道 国務大臣（復興大臣） 

山 本 順 三 国務大臣（国家公安委員会委員長，内閣府特命担当大臣） 

宮 腰 光 寛 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

平 井 卓 也 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

茂 木 敏 充 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

片 山 さつき 国務大臣（内閣府特命担当大臣） 

櫻 田 義 孝 国務大臣 

欠 席 者：河 野 太 郎 国務大臣（外務大臣） 

陪 席 者：西 村 康 稔 内閣官房副長官 

野 上 浩太郎 内閣官房副長官 

杉 田 和 博 内閣官房副長官 

横 畠 裕 介 内閣法制局長官 

閣議案件：別添案件表のとおり。 

〇一般案件 １件 

〇国会提出案件 １３件 

○法律案       ４件 

○人事        ２件 

いずれも，案件表のとおり，決定となった。 
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議事内容： 

○菅国務大臣：ただ今から，閣議を開催いたします。

まず，閣議案件について，野上副長官から御説明申し上げます。 

○野上内閣官房副長官：一般案件等について，申し上げます。まず，ＮＨＫの「平成

３１年度収支予算等」について国会の承認を求めることについて，御決定をお願い

いたします。本件につきましては，後程，総務大臣から御発言があります。

次に，「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく報告」について，御決定

をお願いいたします。本件は，同法に基づき，平成３０年の通信傍受の実施状況等

について，国会に報告するものであり，後程，法務大臣から御発言があります。 

次に，質問主意書に対する答弁書１２件について，お手元の資料のとおり，御決

定をお願いいたします。 

次に，法律案４件について，御決定をお願いいたします。まず，「アイヌの人々の

誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律案」は，アイヌの

伝統及びアイヌ文化が置かれている状況等に鑑み，アイヌ文化の振興，アイヌの伝

統に関する知識の普及・啓発の推進等に関し，政府による基本方針の策定，アイヌ

政策推進本部の設置等について定めるものであります。 

次に，「医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部

改正法案」は，保険者間で被保険者資格の情報を一元的に管理する仕組みの創設及

びその適切な実施のために医療機関等へ支援を行う医療情報化支援基金の創設等

の措置を講ずるものであります。 

次に，「中小企業の事業活動の継続に資するための中小企業等経営強化法等の一

部改正法案」は，中小企業の事業継続力強化に対する支援，商工会又は商工会議所

が市町村と共同して行う小規模事業者の事業継続力強化を図る事業に対する支援

等の措置を講ずるものであります。 

次に，「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部改正法案」は，建

築士に対し小規模建築物のエネルギー消費性能に係る評価及びその結果の建築主

への説明を義務付けるとともに，建築物エネルギー消費性能基準への適合義務等の

対象となる建築物の範囲の拡大等の措置を講ずるものであります。 

次に，人事案件について，申し上げます。まず，総合科学技術・イノベーション

会議議員等９機関３５名の任命につき,両議院の同意を求めることについて,お手

元に配布しております資料のとおり,御決定をお願いいたします。 

次に，中溝慶生外２４１名の叙位，叙勲又は紺綬褒章の授与について，御決定を

お願いいたします。なお，元経済企画庁長官堺屋太一，本名池口小太郎を従三位に

叙するものがあります。 

○菅国務大臣：次に，大臣発言がございます。まず，総務大臣。

〇石田国務大臣：日本放送協会の平成３１年度の収支予算につきましては，事業収入 

が７，２４７億円，事業支出が７，２７７億円となっております。事業収支におけ 

る不足３０億円につきましては，財政安定のための繰越金の一部をもって充てるこ 

ととしております。事業計画につきましては，国民・視聴者の信頼と多様な要望に 
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応える質の高い番組の提供，国際放送の充実，経済成長の牽引力として期待される

４Ｋ・８Ｋの推進等に取り組むこととなっております。総務大臣といたしましては，

この収支予算等につきまして，受信料の還元策の実施を考慮するとやむを得ない面

があるとした上で，今後も受信料の公平負担の徹底により増収を確保するとともに，

聖域なく徹底的に経費節減に取り組むことを強く求めるほか，既存業務全体の見直

しや受信料額の適正な水準を含めた受信料の在り方について，引き続き検討を行う

ことを求めております。また，協会の職員や委託先による不祥事の再発防止に向け，

ガバナンス強化とコンプライアンス徹底に組織を挙げて全力で取り組むこと，子会

社改革を着実かつ徹底的に進めること等が必要であるとする意見を付しておりま

す。 

〇菅国務大臣：次に，法務大臣。 

〇山下国務大臣：犯罪捜査のための通信傍受に関する法律に基づく平成３０年中にお 

ける通信傍受の実施状況等について御説明いたします。その内容は，報告書「別表 

１」及び「別表２」に掲げられていますが，平成３０年中に合計１２事件につき， 

傍受を実施した結果，合計８２人の逮捕に至りました。また，平成２７年中及び同

２９年中に傍受を実施した事件に関し，所要の捜査を遂げた結果，新たに合計１１

人の逮捕に至ったものであります。捜査当局においては，今後も，通信傍受を適切

に活用していく方針と承知しております。 

〇菅国務大臣：次に，私から，海外出張不在中の臨時代理について，申し上げます。 

 河野大臣は，海外出張いたしておりますが，その出張不在中，私が，外務大臣の 

臨時代理に指定されておりますので，御了知願います。 

これをもちまして，閣議を終了いたします。 

引き続き，閣僚懇談会を開催いたします。 

御発言はございますか。 

無いようですので，以上をもちまして，閣僚懇談会を終了いたします。
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平成31年 

２月 15日 

◎ 一 般 案 件

   ○ 放 送 法 第 ７ ０ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き ， 国 会 の 承

認 を 求 め る の 件 （ 決 定 ）       （ 総 務 省 ）

◎ 国 会 提 出 案 件

○ 犯 罪 捜 査 の た め の 通 信 傍 受 に 関 す る 法 律 に 基 づ く

報 告 （ 平 成 ３ ０ 年 ） に つ い て （ 決 定 ）

（ 法 務 省 ・ 警 察 庁 ・ 厚 生 労 働 ・ 国 土 交 通 省 ） 

1. 参 議 院 議 員 川 田 龍 平 （ 立 憲 ） 提 出 東 京 オ リ ン

ピ ッ ク ・ パ ラ リ ン ピ ッ ク 競 技 大 会 組 織 委 員 会

な ど が 検 討 し て い る 大 会 開 催 期 間 中 の 法 外 な

首 都 高 通 行 料 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に

つ い て （ 決 定 ）        （ 内 閣 官 房 ）

〃 ○ 1. 参 議 院 議 員 山 本 太 郎 （ 民 主 ） 提 出 内 閣 官 房 長

官 の 定 例 記 者 会 見 に お け る 特 定 の 記 者 の 質 問 

を 制 限 す る 発 声 等 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 

書 に つ い て （ 決 定 ）        （ 同 上 ） 

1. 衆 議 院 議 員 初 鹿 明 博 （ 立 憲 ） 提 出 カ レ ン ダ ー

を 「 室 内 用 ポ ス タ ー 」 と し て 有 権 者 に 無 償 で

配 布 す る こ と に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に

つ い て （ 決 定 ）         （ 総 務 省 ）

1. 参 議 院 議 員 杉 尾 秀 哉 （ 立 憲 ） 提 出 応 募 者 に 金

銭 を 供 与 す る 旨 の ツ イ ッ タ ー 上 の 発 言 に 関 す

る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）

（ 同 上 ） 

1. 衆 議 院 議 員 初 鹿 明 博 （ 立 憲 ） 提 出 危 険 運 転 致

死 傷 罪 の 条 文 に 強 制 停 車 行 為 を 明 記 す る こ と

に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て

（ 決 定 ）            （ 法 務 省 ）

1. 衆 議 院 議 員 山 井 和 則 （ 国 民 ） 提 出 毎 月 勤 労 統

計 調 査 の 不 正 調 査 に よ る 追 加 給 付 の 完 了 時 期

に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て

（ 決 定 ）          （ 厚 生 労 働 省 ）

（ 金 ）閣 議 案 件

資 料
あ り

資 料
あ り

〔 別 添 〕
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     1. 衆 議 院 議 員 山 井 和 則 （ 国 民 ） 提 出 毎 月 勤 労 統 

計 調 査 に お け る 国 民 生 活 の 実 態 を 表 す 共 通 事 

業 所 系 列 の 実 質 賃 金 等 に 関 す る 質 問 に 対 す る 

答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ）   （ 厚 生 労 働 省 ） 

     1. 衆 議 院 議 員 山 井 和 則 （ 国 民 ） 提 出 介 護 現 場 が 

活 用 し や す く 介 護 人 材 確 保 に 資 す る 処 遇 改 善 

の 実 現 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て 

（ 決 定 ）             （ 同 上 ） 

     1. 参 議 院 議 員 川 田 龍 平 （ 立 憲 ） 提 出 独 立 行 政 法 

人医薬品医療機器総合機構の実施する医薬品， 

医 療 機 器 等 の 審 査 に か か る 手 数 料 の 引 き 上 げ 

に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て 

（ 決 定 ）             （ 同 上 ） 

     1. 参 議 院 議 員 川 田 龍 平 （ 立 憲 ） 提 出 中 央 社 会 保 

険 医 療 協 議 会 で 議 論 さ れ た 費 用 対 効 果 評 価 に 

関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て （ 決 定 ） 

   （ 同 上 ） 

     1. 衆 議 院 議 員 初 鹿 明 博 （ 立 憲 ） 提 出 農 林 水 産 省 

が 発 出 し た 恵 方 巻 き の 大 量 廃 棄 に 関 す る 通 知 

の 効 果 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 に つ い て 

（ 決 定 ）          （ 農 林 水 産 省 ） 

     1. 衆 議 院 議 員 川 内 博 史 （ 立 憲 ） 提 出 ネ オ ニ コ チ 

ノ イ ド 系 農 薬 等 に 関 す る 質 問 に 対 す る 答 弁 書 

に つ い て （ 決 定 ）         （ 同 上 ） 

 
          ◎ 法 律 案 

   ○ ア イ ヌ の 人 々 の 誇 り が 尊 重 さ れ る 社 会 を 実 現 す る 

た め の 施 策 の 推 進 に 関 す る 法 律 案 （ 決 定 ） 

内 閣 官 房 ・ 内 閣 府 本 府 ・ 財 務 ・ 

文部科学・農林水産・国土交通省 

 〃  ○ 医 療 保 険 制 度 の 適 正 か つ 効 率 的 な 運 営 を 図 る た め 

の 健 康 保 険 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 （ 決 定 ） 

（ 厚 生 労 働 ・ 財 務 省 ） 

資 料  
あ り  
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   ○ 中 小 企 業 の 事 業 活 動 の 継 続 に 資 す る た め の 中 小 企 

業 等 経 営 強 化 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 

（ 決 定 ）      （ 経 済 産 業 ・ 法 務 ・ 財 務 省 ） 

 〃  ○ 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 

の 一 部 を 改 正 す る 法 律 案 （ 決 定 ） 

（ 国 土 交 通 ・ 財 務 ・ 経 済 産 業 省 ）  
 

◎ 人  事  
   ○ 総 合 科 学 技 術 ・ イ ノ ベ ー シ ョ ン 会 議 議 員 等 の 任 命  

に つ き ， 両 議 院 の 同 意 を 求 め る こ と に つ い て  
（ 決 定 ）  

 〃  ○ 九 州 大 学 名 誉 教 授 中 溝 慶 生 外 ２ ４ １ 名 の 叙 位 ， 叙  
勲 又 は 紺 綬 褒 章 授 与 に つ い て （ 決 定 ）  

 

 

〔 ○ 署 名 あ り  ☆ 署 名 な し 〕 

 

 

資 料  
あ り  

資 料  
あ り  
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